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＜令和８年度防犯灯設置補助金交付要望について＞

要望書の提出条件については、次のとおりとします。
・宅地造成等により新たに防犯灯が必要となる場合
・防犯灯柱の腐食等により令和８年度中に建て直しが必要な場合
・上記の条件以外に、防犯灯の設置に緊急を要する場合
・要望件数は、各行政連絡区１件までとしてください。









１　設置場所　　※該当箇所に〇印をしてください。
	
	人家連坦地域（人家と人家の距離が約200m未満の場所に設置する）

	
	人家不連坦地域（人家と人家の距離が約200m以上の場所に設置する）



２　設置方法　　※該当箇所に〇印をしてください。　
	
	新たな場所に防犯灯柱と灯具を設置
	【新設】

	
	既設の防犯灯柱を建て直し、灯具を設置
	

	
	
	

	
	既設の中電柱・ＮＴＴ柱等に灯具を設置
	【併設】

	
	
	

	
	送電柱を新たに設置（上記の新設・併設に伴い設置するもの）※１
	【送電柱】

	
	送電柱の建て直し（上記の新設・併設に伴い設置するもの）※１
	


　　　　　※１ 送電柱は人家不連坦地域のみ補助対象	

３　設置理由
	


【添付書類】
・設置要望場所がわかる位置図（裏面の防犯灯設置要望位置図に記載いただいても結構です。）
　※できるだけ目標物又は地番など記入してください。
・既存防犯灯を移設して対応する場合は、既存防犯灯の位置図も併せて添付してください。
防犯灯設置要望位置図
	□ 別紙のとおり　　　□ 下記のとおり

	 




